
資料１ 就学支援課報告事項 

   専決処分書 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の議決により

指定された市長の専決処分事項について、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和６年７月１１日 

 

                              座間市長 佐 藤 弥 斗 

 

 

   和解及び損害賠償の額を定めることについて 

 

 次のとおり和解し、損害を賠償するものとする。 

１ 相 手 方 京都府京都市下京区不明門通七条下る東塩小路町７０９番地 

株式会社銀閣 

２ 和解の要旨 市は、相手方に対し４万３，７８０円を支払う。 

３ 事故発生日時 令和６年５月１３日午後５時頃 

４ 事故発生場所 京都府京都市下京区不明門通七条下る東塩小路町７０９番地 

ＲＹＯＫＡＮ ＧＩＮＫＡＫＵ ＫＹＯＴＯ ８０５号室 

５ 事故の状況 東中学校の修学旅行中、同校に在籍する生徒が、相手方が提供した宿泊施設

の部屋の障子を破損させたものである。 

６ 損害賠償の額 ４万３，７８０円 


